
■議案第 102号 令和３年度四万十町一般会計補正予算（第３号） 

【要旨】 

今回の補正は、四万十町一般会計補正予算第２号の提案後に生じました「茂串雨水

ポンプ場建設工事」に伴う振動及び地下水の流動変化により隣接住宅に与えた損害を

賠償するため、その損害賠償額 477万 4千円を計上したものです。 

そのほか、予算総額の調整を図り、歳入歳出それぞれ 500万円を追加計上したもの

です。 

 

【補正内容】 

 令和３年度四万十町一般会計補正予算（第３号）第１表歳入歳出予算補正に記載の

とおり。 

 

 


